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主催：公益財団法人滋賀県緑化推進会　　協賛：株式会社平和堂　　後援：滋賀県・滋賀県教育委員会
第22回写真コンクール　特選作品「与九郎滝」
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第23回「森林・緑と水といのち」写真コンクール応募票

番号 作品主題
撮影地

T E L

F A X

氏　名
フ リ ガ ナ

郵便番号（　　　　　　　　　　）

住　所

（注）番号欄は記入不要です。

市・町

撮影時期 月年

切　取　線

森林・緑は、水の母です。水は、すべての生き物の源です。森林・緑なくしてはすべての生き物は命を育むことはできません。
森林・緑は、水源のかん養をはじめ水質、県土保全および保健休養等の機能に加えて、青少年の環境教育の場として
も高く評価されてきています。
公益財団法人滋賀県緑化推進会は、「緑豊かな湖国づくり」を進めるために、「緑の募金」へのご協力をお願いしてお
りますが、このたび環境保全活動に積極的に取り組まれている(株)平和堂の協力を得て、募金活動の啓発を目的に
「森林・緑と水といのち」を基本テーマとした写真コンクールを実施します。
公益財団法人滋賀県緑化推進会
株式会社平和堂
滋賀県・滋賀県教育委員会
滋賀県内に在住、勤務または通学する者。ただし、職業写真家は除きます。
撮影場所は滋賀県内に限り、撮影時期は2年以内とします。
カラープリント四ッ切りサイズ(ワイド四ッ切り可・A4サイズ不可)一枚写真とし、スライドや組み写真は除きます。
また、デジタル写真はデータ処理をしていないものに限ります。
応募者一人につき３点以内で、未発表のものに限ります。ただし、グループ展などの研究発表作品は未発表とみなします。
所定の応募票に住所、氏名、電話番号、撮影地名、作品主題等を記入し、作品の裏面に貼り付けて、令和６年１月４日
から令和６年２月２９日までに、次の申込先に郵送してください。（2月29日必着とします。）
〈申込先〉 〒520-0807  大津市松本一丁目２－１ 滋賀県大津合同庁舎
　　　　滋賀県緑化推進会（TEL 077-522-7828 　FAX 077-516-7858）
優秀な作品には次の賞を贈呈します。
　特選（滋賀県知事賞） 1点 賞状 賞金80千円 記念品
　金賞（滋賀県教育長賞） 1点 賞状 賞金30千円 記念品
　銀賞（滋賀県緑化推進会理事長賞） 3点 賞状 賞金20千円 記念品
　銅賞　　　　同上 5点 賞状 賞金10千円 記念品
　入選　　　　同上    20点以内 賞状 平和堂商品券2千円 記念品
　佳作　　　　同上    数点 賞状  平和堂商品券1千円 記念品
　特別賞（平和堂社長賞） 1点 賞状 平和堂商品券50千円 記念品
　　　　　　　（※賞金・記念品は滋賀県緑化推進会から贈呈します）
審査は、主催者、協賛者および後援者の代表ならびに別途委嘱した者により行います。
令和６年３月下旬までに審査します。
審査結果の通知は、入賞者のみといたします。（入賞の有無にかかわらず審査結果の通知を希望される方は、住所氏
名を明記したはがきを同封してください。）
入賞作品の版権は、主催者に帰属します。また、入賞作品の原版フィルム（ネガ・ポジ）またはデジタル写真のデ
ータファイルは入賞発表後速やかに提出をお願いします。これの提出のない場合には入賞の取り消しとなります。
入賞作品以外の作品について返却を希望される方は返信用封筒に必要額の切手を貼り、住所・氏名を記入して
応募して下さい。
返却を希望されなかった場合は、作品の保管の責任を負いません。
審査結果等は、当会のホームページ（https://si-ryoku.com/）でも発表します。
入賞作品は、県庁舎内他、県内巡回展示を計画しております。
また、当会の機関誌や「緑の募金」啓発用チラシ等に利用させていただきます。


